
6名

1名

１割負担 ２割負担 ３割負担

28,501円 57,001円 85,501円

30,071円 60,142円 90,213円

31,386円 62,771円 94,157円

32,226円 64,452円 96,678円

32,847円 65,693円 98,540円

33,504円 67,008円 100,512円

135,000円

48,000円 /月額

46,800円 /月額

19,500円 /月額

3,000円 /月額

022-UKG-202312

月半ばでの入・退去は日割計算します

1ヶ月30日の場合（1,560円/日）
月半ばでの入・退去、また入院・外泊時は食数に応じて計算します

1ヶ月30日の場合（650円/日）
月半ばでの入・退去、また入院・外泊時は日割計算します

　（2）介護保険外費用

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

リ ネ ン 代

左記介護保険1割負担額は、1ヶ月を30日間で計算しています。負担額は月
の日数により増減します。
サービス提供体制強化加算、医療連携体制加算、介護職員処遇改善加算、
介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算等を含
みます。
入居日より30日間は初期加算として、1日につき約32円の利用者負担が発生
します。（左記料金に含まれていません）
その他の加算として、若年性認知症利用者受入加算、看取り介護加算等が対
象利用者に発生します。（左記料金に含まれていません）

管 理 者

9名

利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活が送れるよう配慮して行うものとする。

介護の提供にあたっては、介護（予防）計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。

介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行い、利用者やその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

・

以上

1ヶ月30日の場合（100円/日）
月半ばでの入・退去、また入院・外泊時は日割計算します

（1）介護保険利用者負担額

利
用
料
金
そ
の
他
の
費
用
の
額

敷 金

介 護 職 員

看護職員は、利用者に対し日常生活における健康管理を行う。

・

・

・

・

・病院受診等に係る医療費、薬剤費等は、別途必要です。
・日常生活費（おむつ代、理美容代、身の回り品の費用、教養娯楽費等）は、実費となります。

家 賃

食 費

要介護5

事 業 所 所 在 地 及 び 連 絡 先

指 定 事 業 及 び 名 称

指 定 事 業 所 番 号

利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。

水 光 熱 費

介護職員は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。

自らその提供する介護の質の評価を行い、定期的に外部の評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るものとする。

計 画 作 成 担 当 者 齋藤　明美

・

グループホーム　青葉の里　運営規程概要

（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業　グループホーム　青葉の里

福岡市東区土井4丁目5番16号　電話:（092）691-8263　Ｆａｘ:（092）691-8264

株式会社　ホームケアサービス　代表取締役　和才　雅宣

小野原　光

４０７０８０１１６４　（指定年月日:平成15年02月01日　有効期限:令和09年01月31日まで）

事 業 者 名 称

福岡市東区土井1丁目25番7号　電話:（092）691-2531　Ｆａｘ:（092）691-8778

令和5年12月01日現在

本 社 所 在 地 及 び 連 絡 先

利 用 定 員

・

・

運 営 方 針

看 護 職 員

・


